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生駒市消防庁舎清掃業務（長期継続契約）仕様書 

 

１ 総則 

本仕様書は、生駒市消防本部・消防署本署、消防署救急施設、消防署南分署、消防署北分署の日

常清掃業務に関する業務に適用する。また、仕様書等に明記していない事項であっても、美観上又

は建物管理上、必要である軽微な作業は委託金額の範囲内で誠実に実施し、常に清潔かつ衛生的な

環境を維持すること。 

２ 業務期間 令和７年７月１日から令和１０年６月３０日まで 

３ 業務内容 

(1) 日常清掃（弾性床／カーペット床） 

 ア 履行場所  

(ア) 消防本部・消防署本署（生駒市山崎町４番１０号） 

１F 
玄関、風除室、ホール、廊下、A階段、

WC、化粧室、洗面所、通路、C階段 

（弾性床） 

実作業面積：５４６㎡ 

（カーペット床） 

実作業面積：２２７㎡ ２F 

A階段、化粧室、WC、廊下、通路、署長

室 

C階段、食堂 

３F 
A階段、湯沸室、ホール、WC、 

通路、更衣室①②、消防長室、講堂 

R F A階段、踊り場 

  (イ) 消防署救急施設（生駒市山崎町４番１０号）   

１F WC、廊下、階段 （弾性床） 

実作業面積：７７㎡ 中２F 階段 

２F 廊下、階段、WC 

イ 作業時間 

(ア) (イ) 土日祝日、年末年始を除く、午前８時から午後４時までの間で実施する。 

 ウ 作業内容／作業頻度 

  （共通事項） 

・自在ぼうきまたはフロアダスター等を用いて除塵する。（毎日） 

・塵埃はごみ箱またはごみ袋で回収し、所定の場所へ搬出する。（毎日） 

・真空掃除機等を用いて除塵する。（毎日） 

・汚れの目立つ場所は、水または洗剤を用いて汚れを取り除く（毎日） 

（トイレ／洗面所／食堂／湯沸室などの水回り） 

・水栓器具類の周辺は洗剤を用いて洗浄し、タオルで拭く。（毎日） 

・衛生陶器類は洗剤を用いて洗浄する。（毎日） 

・床面を水拭きした後、タオル等で乾拭きし、汚れを取り除く。（週１回） 

   ・トイレットペーパー、水石けん等を補充する。（毎日） 

   ・汚物容器の内容物を搬出し、汚れた部分はタオル等で汚れを取り除く。（毎日） 
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(2) 臨時清掃（弾性床） 

ア 履行場所  

 (ア) 消防本部・消防署本署（生駒市山崎町４番１０号）    

１F 廊下、通路、A階段、仮眠室 実作業面積：１１０㎡ 

２F 

A階段、廊下、通路、女性用仮眠室、 

会議室、事務室、食堂、更衣室、 

警防課入口 

実作業面積：４９２㎡ 

３F 
A階段、ホール、湯沸室、通路、予防課 

総務課、更衣室①② 

実作業面積：２８０㎡ 

 (イ) 消防署救急施設（生駒市山崎町４番１０号）    

１F 廊下、階段 実作業面積：２７㎡ 

中２F 階段 実作業面積：１３㎡ 

２F 
廊下、階段、待機室、事務室 

仮眠室(1)～(4) 

実作業面積：１６６㎡ 

 (ウ) 消防署南分署（生駒市小瀬町８番地１）    

１F 
ホール、廊下、待機室、救急消毒室、階

段 

実作業面積：８２㎡ 

２F 
階段、ホール①②、廊下２、女子休憩仮

眠室、仮眠室１～７、食堂・待機室 

実作業面積：１３８㎡ 

 (エ) 消防署北分署（生駒市北大和４丁目２２番地６）    

１F 階段室(1)(2)、救急消毒室、多目的WC 実作業面積：４６㎡ 

２F 

階段室(1)(2)、廊下(1)～(3)、ホール 

多目的室、食堂・待機室、事務室 

洗面・洗濯室、仮眠室１～１２ 

実作業面積：４３６㎡ 

３F 
階段室(1)(2)、廊下、ホール、倉庫、 

給湯室 

実作業面積：１８５㎡ 

 イ 作業時間 

 (ア) 土日祝日の午前８時から午後５時までの間で実施する。  

  (イ) (ウ) (エ) 平日の午前８時から午後５時までの間で実施する。 

ウ 作業内容／作業頻度 

 （共通事項） 

  ・作業実施に際して、必要によりテーブル、机、物品等を搬出する。 

・除塵後、床面に剥離剤を塗布し、ワックスの層をフロアマシンで除去し、 

樹脂ワックスのクロス塗り仕上げをする。（年２回） 

 

※ただし、(ア)の建物にあっては年２回の作業のうち、下半期に実施する作業の内容は 

次のとおりとする。 

・除塵後、床面に洗剤を塗布し、ワックスの表層をフロアマシン洗浄後、 

樹脂ワックスのクロス塗り仕上げをする。 
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(3) 臨時清掃（カーペット） 

ア 履行場所  

 (ア) 消防本部・消防署本署（生駒市山崎町４番１０号） 

２F 署長室 実作業面積：２４㎡ 

３F 団幹室、消防長室 実作業面積：７３㎡ 

 (イ) 消防署南分署（生駒市小瀬町８番地１） 

１F 受付室 実作業面積：７㎡ 

２F 廊下１、事務室、会議室 実作業面積：１４５㎡ 

 イ 作業時間 

 (ア) 土日祝日の午前８時から午後５時までの間で実施する。  

  (イ) 平日の午前８時から午後５時までの間で実施する。 

ウ 作業内容／作業頻度 

  ・作業実施に際して、必要によりテーブル、机、物品等を搬出する。 

  ・除塵後のカーペットを専用洗浄機を使用して洗剤の泡等で洗浄し、乾かして起毛、調整する。

（年１回） 

 

(4) 窓ガラス清掃 

 ア 履行場所  

 (ア) 消防本部・消防署本署（生駒市山崎町４番１０号） 

１F 
玄関、風除室、ホール（吹き抜け窓含む） 

受付室、筋トレ室、C階段 

開き窓：１２㎡ 

はめ込み窓：３６㎡ 

２F 

A階段、WC、女子仮眠室、食堂、 

更衣室、C階段、会議室、署長室、 

事務室、警防課 

開き窓：７９㎡ 

はめ込み窓：５８㎡ 

３F 

A階段、ホール、気象観測室、WC、 

団幹室、予防課、総務課、消防長室、 

更衣室①②、会議室、講堂 

開き窓：８７㎡ 

はめ込み窓：３４㎡ 

 (イ) 消防署救急施設（生駒市山崎町４番１０号） 

１F 
廊下、受付室、倉庫(1)(2)、WC、浴室、 

資器材消毒室 

開き窓：１３㎡ 

はめ込み窓：２㎡ 

２F 
廊下、階段、待機室、事務室、WC、 

仮眠室(1)～(4) 

開き窓：３５㎡ 

はめ込み窓：５㎡ 

 (ウ) 消防署南分署（生駒市小瀬町８番地１） 

１F 
ホール（吹き抜け階段窓含む）、階段、 

受付室 

開き窓：９㎡ 

はめ込み窓：２１㎡ 

２F 

ホール①②（吹き抜け階段窓含む）、階

段、事務室、会議室、女子休憩仮眠室 

仮眠室１～７ 

開き窓：５３㎡ 

はめ込み窓：２８㎡ 
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(エ) 消防署北分署（生駒市北大和４丁目２２番地６） 

１F 
受付、玄関ホール、男子WC、女子WC 

救急消毒室、電気室 

開き窓：１８㎡ 

はめ込み窓：１５㎡ 

２F 

階段室(1)(2)、ホール、女子WC 

書類保管庫１・２、仮眠室１～１２ 

多目的室、事務所、食堂・待機室 

開き窓：６３㎡ 

はめ込み窓：１９㎡ 

３F 
階段室(1)(2)、ホール、女子WC 

廊下、倉庫、防災教育研修室・会議室 

開き窓：４１㎡ 

はめ込み窓：１９㎡ 

イ 作業時間 平日の午前８時から午後５時までの間で実施する。  

ウ 作業内容／作業頻度 

 ガラス面を軽く洗浄した後、窓ガラス専用スクイジーで拭きとる。（年１回） 

 ※足場仮設・ゴンドラ使用は不可能。 

 

(5) 受水槽清掃（水質検査５項目含む） 

  ア 履行場所 消防本部・消防署本署（生駒市山崎町４番１０号）    

１基 水槽容量：３０㎡ 

イ 作業時間 土日祝日の午前８時から午後５時までの間で実施する。 

ウ 作業内容／作業頻度 

  水槽清掃作業及び水質検査を実施し、報告書を作成し、提出する。（年１回） 

     ※報告書は水道法第 34条の２第 2項に基づく、簡易専用水道の管理に要する。 

 

(6) 高置水槽清掃（水質検査５項目含む） 

ア 履行場所 消防本部・消防署本署（生駒市山崎町４番１０号） 

１基 水槽容量：１０㎡ 

イ 作業時間 土日祝日の午前８時から午後５時までの間で実施する。 

ウ 作業内容／作業頻度 

 (ア) 水槽清掃作業及び水質検査を実施し、報告書を作成し、提出する。（年１回） 

     ※報告書は水道法第 34条の２第 2項に基づく、簡易専用水道の管理に要する。 

 

４ 使用する設備等 

 ・トイレットペーパー、水石けん、ごみ袋については、委託者が用意し、受託者が補充 

または設置するものとする。 

 ・業務に必要な電気、ガス、水道は必要な量に限り、委託者が受託者へ提供する。 

 ・上記に定めるもののほか、本業務に使用する清掃用具及び消耗品は、別段の定めが 

あるものを除き、受託者の負担において用意するものとする。 

 

５ 実施者 

・受託者は本仕様書に記載された業務の実施に必要な人員（実施者）を従事させることとする。 

・清掃を行うに当たっては、その言動や態度に注意し、履行場所における利用者並びに消防職員 
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の支障になることが無いよう十分に留意すること。 

・心身共に健康な者が実施すること。 

・受託者は委託者からの求めにより、実施者に規律の保持や清掃技術、その他業務遂行のため 

必要な指導を行うこととする。 

・実施者は、事故が発生することのないよう十分注意するものとする。また、万が一来訪者や 

備品、建物等に損害を与えた場合は、速やかに委託者と受託者に報告するとともに受託者の責 

任において対応及び原状回復するものとする。 

・受託者は、常に清潔なユニフォームと受託者の社名が入った名札を受託者の負担において作 

成し実施者が業務関係者であることを明瞭にしなければいけない。 

 

６ その他 

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共 

通仕様書（令和５年版）」を準用し業務を履行するが、本仕様書記載事項が前記に優先する。 



 

消防本部・消防署 
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